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(57)【要約】
【課題】転写ローラ抵抗の変動による転写性の変化を低
コストに検知する方法を提供し、得られた検知情報を元
に最適な転写出力を得ることができる転写出力制御方法
及びそれを用いた画像形成装置を提供する。
【解決手段】像担持体としての中間転写体５０１に担持
させた検知用トナー像（図示せず）を、転写部材として
の二次転写ローラ５１０に転写し、転写されずに中間転
写体５０１上に残った残トナー付着量をセンサＳで検知
し、その検知した残トナー付着量に基づいて転写部材（
二次転写ローラ５１０）に対する転写出力（転写電流値
や転写電圧値など）を制御することで、最適な転写出力
を得る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
像担持体が担持するトナー像を記録媒体に転写させるための転写部材に、前記像担持体に
担持させた検知用トナー像を転写し、前記転写部材に転写されずに前記像担持体上に残っ
た残トナーの付着量を検知することを特徴とする残トナー付着量検知方法。
【請求項２】
前記像担持体上に残った残トナーの付着量を検知後、前記転写部材に転写されたトナーを
クリーニングすることを特徴とする、請求項１に記載の残トナー付着量検知方法。
【請求項３】
前記クリーニングは、前記転写部材にトナーと同極性のバイアスと逆極性のバイアスを交
互に印加することにより行なわれることを特徴とする、請求項２に記載の残トナー付着量
検知方法。
【請求項４】
前記像担持体が中間転写体であり、前記転写部材が二次転写部材である場合には、前記ク
リーニングは、前記中間転写体を挟んで前記二次転写部材に対向配置される対向部材に対
して前記バイアスを印加し、前記二次転写部材を接地することを特徴とする、請求項３に
記載の残トナー付着量検知方法。
【請求項５】
前記クリーニングは、前記転写部材に当接するクリーニング部材により行なわれることを
特徴とする、請求項２に記載の残トナー付着量検知方法。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の残トナー付着量検知方法により検知した前記像担持
体の残トナー付着量に基づいて、前記転写部材に対する転写出力を制御することを特徴と
する転写出力制御方法。
【請求項７】
前記転写出力が転写電流であることを特徴とする、請求項６に記載の転写出力制御方法。
【請求項８】
前記転写出力が転写電圧であることを特徴とする、請求項６に記載の転写出力制御方法。
【請求項９】
電子写真方式による画像形成方法であって、請求項１～５のいずれか１項に記載の残トナ
ー付着量検知方法または請求項６～８のいずれか１項に記載の転写出力制御方法を用いた
ことを特徴とする画像形成方法。
【請求項１０】
作像動作に入る前に検知した像担持体の残トナー付着量と、作像動作中または作像動作後
に検知した像担持体の残トナー付着量に基づいて、予め決められた転写条件を補正するこ
とを特徴とする、請求項９に記載の画像形成方法。
【請求項１１】
前記作像動作が両面印刷時の作像動作であることを特徴とする、請求項１０に記載の画像
形成方法。
【請求項１２】
作像動作終了後の一定時間内に再度作像動作を行う場合は、前記転写条件の補正を実施す
ることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の画像形成方法。
【請求項１３】
請求項９～１２のいずれか１項に記載の画像形成方法を用いることを特徴とする画像形成
装置。
【請求項１４】
前記像担持体が中間転写体であり、前記転写部材が二次転写部材であることを特徴とする
、請求項１３に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置における転写制御に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特許第２７０４２７７号公報
【特許文献２】特開平５－１８１３７３号公報
【特許文献３】特開平１０－３０１４０８号公報
【特許文献４】特開２００５－２４２１７０号公報
【特許文献５】特開２００６－１４５９５０号公報
【０００３】
　複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置において、像担持体から記録材上に
トナー像を転写する際に印加する転写出力は、温湿度環境や記録材の種類、幅などにより
、最適値が大きく異なる。そのため、従来は、テーブルや関数などを用いることにより、
各作像条件ごとに最適な転写出力が得られるように制御している。
【０００４】
　しかしながら、テーブルにしても関数にしても、設計者が予め実験によって導出したも
のであるため、転写部に関わる部品の抵抗値が想定範囲を外れるような場合、本来出力さ
れなければならないバイアスと大きく異なるバイアスを印加してしまうことになり、転写
不良や異常放電を起こしてしまうことがある。
【０００５】
　特に、ローラ転写方式で用いられる転写ローラは、ゴムやスポンジなどにカーボンなど
の無機導電性粒子を分散させたり、界面活性剤などを練りこんだイオン導電性のゴム等を
用いるなど、抵抗値を適宜調整した弾性層を有するローラであり、この転写ローラの抵抗
値が製造時のバラツキ、温湿度、長期使用による抵抗変化などによって、１桁以上変動す
ることはよく知られている。前記したテーブル制御方式・関数制御方式は、それらの変動
も考慮した上で設計されるので、最適値をピンポイントで狙うことはできないまでも、異
常画像の発生に至ることは少ない。
【０００６】
　ただし、連続通紙(その中でも特に両面連続通紙)を行った場合、定着装置からの熱が転
写ローラ周辺に伝播し、転写ローラが温度上昇することでローラ抵抗が低下してしまうと
いう現象が見られる。更に、両面連続通紙の場合には、一度定着装置を通過した記録材が
ローラに繰り返し接触することで、記録材から転写ローラへ熱が伝わり、ローラが温まっ
てしまい、その結果ローラ抵抗が低下してしまうという現象が見られる。一方、温湿度セ
ンサは、通常、装置周辺の環境(外気)を測定するために、装置の排熱などの影響を受けに
くい位置に取り付けられている。そのため、装置が待機中であったり、ジョブ間隔のあい
た通紙(非連続通紙)の場合には、センサが検知する温湿度と、転写ローラそのものの温湿
度はほぼ同等であるが、連続通紙を行っていくと、センサが検知する温湿度は変化しない
のに、転写ローラの温湿度は大きく変化してしまう。テーブル制御方式でも関数制御方式
でも、センサの検知した温湿度を元に制御値を決定するため、実際のローラ抵抗は大きく
低下しているのにもかかわらず、不十分なバイアスを印加してしまうことになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　その対策として、転写ローラ近傍に別途温湿度センサを設けたり、転写ローラに接触す
るサーミスタにより温度を検知する方法があるが、スポンジローラなどではサーミスタの
使用は困難であるし、近傍に設けたセンサでも、転写ローラそのものの温湿度に素早く追
従できない、また、センサなどを追加する分だけ、コストアップとなるという問題がある
。
【０００８】
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　別の対策として、作像時とは別に、転写ローラにバイアスを印加して、そのときの電流
値と電圧値から転写ローラの抵抗データを取得し、転写出力をフィードバック制御するこ
とで、常に最適なバイアスを印加する方法が広く知られている（特許文献１～４）。この
方法では、その時々の転写ローラ抵抗を実測しているので、転写出力値が最適値から大き
く乖離してしまうことは少ないが、専用の回路やパワーパックを用意する必要があり、や
はりコストアップしてしまうという問題がある。
【０００９】
　また、特許文献５には、濃度検知用パッチを作像し、像担持体から記録材へ転写させた
ときの、転写残トナー濃度を検知することで、転写出力を制御する方法が提案されている
。しかしながら、この方法には以下のような難点がある。
１）ユーザーにとっては不要な画像であるため、出力された記録材は無駄になる。
２）ユーザーが使用する記録材は多種多様であり、厚さや抵抗なども種類ごとに異なる。
加えて、１つの画像形成装置で使用される記録材は１種類とは限らない。そのため、特許
文献５に記載の方法をある種類の記録材を使って実施して転写出力を制御しても、その記
録材とは厚さや抵抗値が異なる記録材に対して、適当な転写出力であるかどうかは保証で
きない。また、転写出力制御用に、制御に適した特性を持った特定の記録材をメーカー側
が指定・提供したとしても、記録材の抵抗は調湿具合により大きく変動するため、設計者
の狙いどおりに転写出力を制御できないケースが生じる。
３）最適な転写出力およびその近傍の出力では、当然転写残トナー量は低くなり、トナー
濃度も非常に低くなり、トナー量は多くとも０．０５ｍｇ／ｃｍ＾２以下程度の水準にな
る（それ以上のトナー量が残るようなら、転写システム自体の最適化が十分でない）。こ
のような低付着量領域でトナー濃度を検知するためには、一般的な濃度センサでは検知可
能範囲が充分ではない。そのため、低い濃度領域にも充分な分解能を持つ濃度センサを用
意する必要があり、コストアップしてしまう。
【００１０】
　本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、新規部材や高性能・高
コストの部材を必要とせず、転写ローラ抵抗の変動による転写性の変化を低コストに検知
する方法を提供し、得られた検知情報を元に転写出力を補正制御することにより、転写ロ
ーラの温湿度が変動した場合でも、最適な転写出力を得ることができる転写出力制御方法
及びそれを用いた画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の課題は、本発明により、像担持体が担持するトナー像を記録媒体に転写させるた
めの転写部材に、前記像担持体に担持させた検知用トナー像を転写し、前記転写部材に転
写されずに前記像担持体上に残った残トナーの付着量を検知することにより解決される。
【００１２】
　また、前記像担持体上に残った残トナーの付着量を検知後、前記転写部材に転写された
トナーをクリーニングすると好ましい。
　また、前記クリーニングは、前記転写部材にトナーと同極性のバイアスと逆極性のバイ
アスを交互に印加することにより行なわれると好ましい。
【００１３】
　また、前記像担持体が中間転写体であり、前記転写部材が二次転写部材である場合には
、前記クリーニングは、前記中間転写体を挟んで前記二次転写部材に対向配置される対向
部材に対して前記バイアスを印加し、前記二次転写部材を接地すると好ましい。
【００１４】
　また、前記クリーニングは、前記転写部材に当接するクリーニング部材により行なわれ
ると好ましい。
　また、前記の課題は、本発明により、請求項１～５のいずれか１項に記載の残トナー付
着量検知方法により検知した前記像担持体の残トナー付着量に基づいて、前記転写部材に
対する転写出力を制御する転写出力制御方法により解決される。
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【００１５】
　また、前記転写出力が転写電流であると好ましい。
　また、前記転写出力が転写電圧であると好ましい。
　また、前記の課題は、本発明により、電子写真方式による画像形成方法であって、請求
項１～５のいずれか１項に記載の残トナー付着量検知方法または請求項６～８のいずれか
１項に記載の転写出力制御方法を用いる画像形成方法により解決される。
【００１６】
　また、作像動作に入る前に検知した像担持体の残トナー付着量と、作像動作中または作
像動作後に検知した像担持体の残トナー付着量に基づいて、予め決められた転写条件を補
正すると好ましい。
【００１７】
　また、前記作像動作が両面印刷時の作像動作であると好ましい。
　また、作像動作終了後の一定時間内に再度作像動作を行う場合は、前記転写条件の補正
を実施すると好ましい。
【００１８】
　また、前記の課題は、本発明により、請求項９～１２のいずれか１項に記載の画像形成
方法を用いる画像形成装置により解決される。
　また、前記像担持体が中間転写体であり、前記転写部材が二次転写部材であると好まし
い。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１の残トナー付着量検知方法によれば、検知に記録媒体を使用しないため、記録
媒体を無駄にすることがなく、また、記録媒体の種類に影響されることがないので常に的
確な検知を行なうことができる。また、検知に高精度・高価格なセンサを用いる必要がな
く、コストを抑制することができる。さらに、記録媒体が無い転写部材自体の転写率を反
映したＳ／Ｎ比に優れた検知ができるので、精度良く残トナー付着量を検知することがで
きる。
【００２０】
　請求項２の方法により、検知後に転写部材のクリーニングを行なうので、次の作像動作
時に転写部材から記録媒体にトナーが付着することを防止できる。
　請求項３の方法により、バイアスクリーニングにより転写部材のクリーニングを行なう
ことで、クリーニング部材などを追加することなく転写部材のクリーニングを行なうこと
ができる。また、トナーと同極性のバイアスと逆極性のバイアスを交互に印加するので、
通常のトナーだけでなく逆帯電トナー及び弱帯電トナーもクリーニングすることができる
。
【００２１】
　請求項４の方法により、中間転写方式における二次転写部材を効率良くクリーニングす
ることができる。
　請求項５の方法により、転写部材をクリーニングするクリーニング部材を備えることに
より、すぐに（転写ローラであれば１周するまでに）クリーニングできるので、検知にか
かる時間を短縮することができ、生産性を低下させることがない。
【００２２】
　請求項６の転写出力制御方法によれば、転写部材の抵抗を良好なＳ／Ｎ比で反映した残
トナー付着量検知方法により、転写部材の抵抗の変化を高精度に検知することができる結
果、これに基いた転写出力制御では、転写部材抵抗に適した最適な転写出力が得られる。
すなわち、環境条件や経時あるいは連続プリント等により転写部材の抵抗が変化した場合
でも、最適な転写出力を得ることが可能となり、優れた転写性能を発揮することができる
。
【００２３】
　請求項７又は請求項８の方法によれば、転写部材抵抗に適した転写電流値あるいは転写
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電圧値により優れた転写性能を発揮することができる。
　請求項９の画像形成方法によれば、環境条件や経時あるいは連続プリント等により転写
部材の抵抗が変化した場合でも適正な転写出力を得ることが可能となり、優れた転写性能
による高品質な出力画像を得ることが可能となる。
【００２４】
　請求項１０の方法によれば、作像動作前と、作像動作中または作像動作後の検知結果に
基づいて転写条件を補正するので、転写部材の実際の抵抗値に適した、より的確な転写出
力の制御を行なうことができ、より高品質な出力画像を得ることが可能となる。
【００２５】
　請求項１１の方法によれば、両面印刷における定着装置からの熱の影響がある場合でも
最適な転写出力を得ることが可能となり、高品質な両面印刷物を得ることができる。
【００２６】
　請求項１２の方法によれば、作像動作終了後の一定時間内に再度作像動作を行う場合は
、前記転写条件の補正を実施するので、一度温度上昇した転写部材においても適正な転写
出力を得ることができる。
【００２７】
　請求項１３の画像形成装置によれば、環境条件や経時あるいは連続プリント等により転
写部材の抵抗が変化した場合でも適正な転写出力を得ることが可能となり、優れた転写性
能による高品質な出力画像を得ることが可能となる。
【００２８】
　請求項１４の構成により、中間転写方式の画像形成装置において、的確な二次転写出力
を得ることが可能となり、高品質な出力画像を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、説明において、発明の理
解を容易にするために具体的な部材の名称を使用するが、これにより本発明が適用できる
範囲を限定するものではないことを明記しておく。特に、適用例としてタンデム型中間転
写方式を用いた画像形成装置を取り上げており、中間転写体から二次転写ローラへの二次
転写について述べているが、本発明が中間転写方式のものに限定されるわけではない。例
えば、像担持体を感光体とした、直接転写方式を採用した形態などでも、同様の作用・効
果が得られる。
【００３０】
　図１は、本発明に係る画像形成装置の一例であるカラープリンタの概略構成を示す断面
図である。この図に示すカラープリンタはタンデム型中間転写方式の電子写真装置であり
、作像部１００，書込み光学部６００，給紙部７００，定着部８００，両面部９００等か
ら構成されている。
【００３１】
　図１及び図２に作像部を拡大して示すように、タンデム型中間転写方式を採用する本例
では、図中矢印Ａ方向に回転駆動される中間転写ベルト５０１の下部走行辺に沿ってイエ
ロー（Ｙ），シアン（Ｃ），マゼンタ（Ｍ），ブラック（Ｋ）の各色トナーに対応する４
つの作像プロセスユニットが配置されている。
【００３２】
　単層あるいは多層構造からなるゴムまたは樹脂などで構成される中間転写体５０１は、
二次転写対向バイアス印加ローラ５０２および支持ローラ５０３・５０８・５０９で張架
され、図示例では反時計回りに回転駆動される。また、二次転写対向バイアス印加ローラ
５０２に対し、中間転写体５０１を挟んで向かい側には、二次転写ローラ５１０が対向す
るように設置されている。
【００３３】
　二次転写対向バイアス印加ローラ５０２は、二次転写電界形成手段（図示せず）により
トナーと同極性の電界を形成することが可能となっており、これによる静電斥力を利用し
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て、転写材へトナーを二次転写することができる。
【００３４】
　また、支持ローラ５０９の左に、画像転写後に中間転写体５０１上に残留する残留トナ
ーを除去する中間転写体クリーニング装置５２０を設ける。
　中間転写体クリーニング装置５２０を拡大したものが図３である。中間転写体クリーニ
ング装置５２０は、トナー画像を除去するためのブレード部材５２１と、除去したトナー
画像を本体の廃トナータンクに搬送するためのコイル部材５２４、潤滑剤５２３と潤滑剤
塗布ブラシ５２２から構成されている。ブレード部材５２１の当接角度、位置、圧力など
は、使用するトナーや装置の作像速度などにより適切に設定される。潤滑剤５２３は、ス
プリングや錘などの手段により、潤滑剤塗布ブラシ５２２に押し付けられ、潤滑剤塗布ブ
ラシ５２２は、回転しながら潤滑剤５２３を削って、中間転写体５０１へ潤滑剤を塗りこ
む動作を行う。
【００３５】
　また、支持ローラ５０３と支持ローラ５０８の中間転写体５０１の内側には、一次転写
時に電界を形成される一次転写バイアスローラ５０４・５０５・５０６・５０７が中間転
写体５０１に接触可能な状態で配置されている。
【００３６】
　そして、中間転写体５０１を挟んで一次転写バイアスローラ５０４・５０５・５０６・
５０７の向かい側には、その搬送方向に沿って、イエロー，シアン，マゼンタ，ブラック
の４つの感光体１０１・１０２・１０３・１０４を中心とする作像プロセスユニットを並
設してタンデム画像形成装置を構成している。
【００３７】
　それぞれの感光体１０１～１０４の周りには、それぞれ、感光体帯電手段２０１～２０
４、感光体クリーニング手段３０１～３０４、現像手段４０１～４０４、が配置されてい
る。
【００３８】
　感光体クリーニング手段３０１～３０４の詳細を示したものが、図４である。感光体ク
リーニング手段３０１～３０４は、トナー画像を除去するためのブレード部材３１１と、
除去したトナー画像を本体の廃トナータンクに搬送するためのコイル部材３１４、潤滑剤
３１３と潤滑剤塗布ブラシ３１２から構成されている。ブレード部材３１１の当接角度、
位置、圧力などは、使用するトナーや装置の作像速度などにより適切に設定される。潤滑
剤３１３は、スプリングや錘などの手段により、潤滑剤塗布ブラシ３１２に押し付けられ
、潤滑剤塗布ブラシ３１２は、回転しながら潤滑剤３１３を削って、感光体１０１～１０
４へ潤滑剤を塗りこむ動作を行う。
【００３９】
　感光体への書き込み露光は、感光体帯電手段２０１～２０４と現像手段４０１～４０４
の間の位置で、図１に示す書込み光学部（露光装置）６００よりレーザー照射されて行わ
れる。
【００４０】
　また、二次転写ローラ５１０の下には、記録媒体を二次転写部に送り込むレジストロー
ラ７０３が設置され、上には、記録媒体上のトナー画像を定着する定着装置８００を設け
る。
【００４１】
　上記のように構成されたカラープリンタにおけるプリント動作ついて簡単に説明する。
　まず、不図示のパソコンやスキャナなどの外部装置から画像信号が入力される。信号入
力後、所定のタイミングで不図示の駆動モーターで感光体１０１～１０４および中間転写
体５０１を回転させる。
【００４２】
　感光体１０１～１０４と同時に、感光体クリーニング手段３０１～３０４による予備ク
リーニング動作が行われ、その後、感光体帯電手段２０１～２０４による帯電動作、書込
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み光学部６００による露光動作、現像手段４０１～４０４による現像動作が行われる。こ
のようにして感光体１０１～１０４上に形成したトナー画像は、それぞれ所定のタイミン
グで一次転写バイアスローラ５０４～５０７にトナーと逆極性の電界を形成することで中
間転写体５０１上に一次転写され、単色または多色の可視画像が形成される。そして、そ
の際に、中間転写体５０１上に転写しきれずに感光体１０１～１０４上に残留したトナー
画像は、それぞれ感光体クリーニング手段３０１～３０４によりクリーニングされる。
【００４３】
　一方、画像信号の入力後、所定のタイミングで、給紙部７００から記録媒体が繰り出さ
れ、レジストローラ７０３に突き当てて一旦停止される。そして、中間転写体５０１上の
可視画像にタイミングを合わせてレジストローラ７０３を回転し、中間転写体５０１と二
次転写ローラ５１０との間に記録媒体を送り込む。
【００４４】
　そして同時に、二次転写電界形成手段により二次転写対向バイアス印加ローラ５０２に
トナーと同極性の電界が形成され、中間転写体５０１上の可視画像が記録媒体上に二次転
写される。
【００４５】
　その後、記録媒体は定着装置８００を通過し、熱と圧力とを加えられることにより転写
材上に可視画像が定着される。定着後の用紙は装置上面の排紙トレイ４０に排出されてス
タックされる。
　一方、二次転写時に記録媒体上に転写しきれずに中間転写体５０１上に残留したトナー
画像は、中間転写体クリーニング装置５２０で除去され、再度の画像形成に備える。
【００４６】
　また、二次転写対向バイアス印加ローラ５０２の上方には画像濃度検知手段としての反
射型フォトセンサＳが配設されており、中間転写体５０１上の光反射率に応じた信号を出
力するように構成されている。この反射型フォトセンサＳには、拡散光検出型か正反射光
検出型のうち、中間転写体５０１表面の反射光量と、後述する基準パターン像の反射光量
との差を充分な値にし得る方が用いられる。
【００４７】
　次に、反射型フォトセンサＳを用いたトナー付着量の検出方法と、そのトナー付着量の
検出方法を用いた通常の画像濃度制御方法について説明する。
　本実施例のカラープリンタでは、主電源の投入時や、所定時間経過した後の待機時、所
定枚数以上のプリントを出力したあとの待機時など、所定のタイミングで、各作像プロセ
スユニットにおける像形成性能などの作像性能を試験するように構成されている。
【００４８】
　具体的には、上記所定のタイミングが到来すると、まず、フォトセンサＳの校正を行う
。作像しない状態で、フォトセンサの発光光量を順次変化させ、検知電圧が４．０Ｖ±０
．２Ｖとなる発光光量を求める。この発光光量をパッチパターンのトナー付着量検知時に
用いる。次に感光体１０１～１０４を回転しながら一様に帯電せしめる。この帯電につい
ては、通常のプリント時における一様な帯電（例えば－７００Ｖ）とは異なり、その電位
を徐々に大きくしていくようにする。そして、上記レーザ光の走査によって基準パターン
像用の静電潜像を形成しながら、現像手段４０１～４０４で現像する。この現像により、
各色のバイアス現像パターン像が感光体１０１～１０４上に形成される。なお、現像の際
、プリンタの図示しない制御部は、それぞれの現像手段４０１～４０４の現像ローラに印
加される現像バイアスの値も徐々に高くしていくように制御する。このようにして、画像
濃度が薄いパターンから作像され徐々に濃いパターンが作像される。このパターン作像方
法については、後程詳細を述べる。逆に帯電・現像バイアスを共に徐々に下げれば、画像
濃度が濃いパターンから作像して徐々に薄いパターンを作像することになるが、一般的に
高圧電源は電圧を下げるほうが電圧を上げるよりも時間がかかるため、パターン作像時間
が長くなるという欠点がある。
【００４９】
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　これら各色のバイアス現像パターン像Ｐは、中間転写体５０１上に重なり合わずに並ぶ
ように転写される。この各パターン像は、中間転写体５０１の無端移動に伴って反射型フ
ォトセンサＳとの対向位置を通過する際、その光反射量が検知され、電気信号として上記
制御部に出力される。制御部は、反射型フォトセンサＳから順次送られてくるこの出力信
号に基づいて、各基準像の光反射率を演算し、濃度パターンデータとして記憶手段（ＲＡ
Ｍ）に格納していく。反射型フォトセンサＳとの対向位置を通過した上記パターンは、中
間転写体クリーニング装置５２０によってクリーニングされる。
【００５０】
　図５は、上記基準パターン像Ｐ（Ｐｙ（不図示）、Ｐｍ（不図示）、Ｐｃ、Ｐｋ）を示
す模式図である。図５において、基準パターン像Ｐは、互いに間隔１３ｍｍを置いて並ぶ
１０個の基準像で構成されている。本カラープリンタにおいて、各基準像Ｐは縦１３ｍｍ
×横１５ｍｍの大きさで、１３ｍｍの間隙を介して形成される。よって、中間転写体５０
１上の基準パターン像Ｐｋ，Ｐｍ，Ｐｃ，Ｐｙの長さはそれぞれＬ２＝２４７ｍｍとなる
。基準パターン像Ｐｋ，Ｐｍ，Ｐｃ，Ｐｙは、プリントプロセス時に形成される各色のト
ナー像とは異なり、上記中間転写体５０１上に重なり合わずにＰｙ，Ｐｍ，Ｐｃ，Ｐｋの
順に並ぶようにタイミングをずらして作像され、中間転写体５０１に転写される。
【００５１】
　反射型フォトセンサＳは、基準パターン像Ｐｋ，Ｐｃ，Ｐｍ，Ｐｙを構成する各基準像
からの反射光量を次のような順序で検知する。即ち、基準パターン像Ｐｋの１０個の基準
像、基準像Ｐｃの１０個の基準像、基準像Ｐｍの１０個の基準像、基準像Ｐｙの１０個の
基準像、という順序で検知する。この際、各基準像の光反射量に応じた電圧信号を後述す
る方法で検知し、上記制御部に順次出力する。上記制御部は、反射型フォトセンサＳから
順次送られてくるこの電圧信号に基づいて、各基準像の画像濃度を順次演算してＲＡＭに
格納していく。各基準像の画像濃度は次に示す方法でトナー付着量に変換される。図６は
、トナー付着量とセンサ検知出力との関係を示すグラフである。各色１０個の基準パター
ン像の検知出力を、図６に示す検知出力（電圧）とトナー付着量の関係から基準像のトナ
ー付着量へ変換し、ＲＡＭに格納していく。ここで、トナー付着量をＲＡＭに格納すると
同時に、各色の基準パターンの作像条件から基準パターンの現像ポテンシャルを推定し、
基準パターンの情報もＲＡＭに格納する。
【００５２】
　上記工程はＰｋ１，Ｐｃ１，Ｐｍ１，Ｐｙ１の順に順次行う。ここで得られた、各基準
パターンの現像ポテンシャルとトナー付着量の関係をＸ－Ｙ平面上にプロットしたものが
図７である。
【００５３】
　図７はＸ軸に電位ポテンシャル（現像バイアスとパターン像電位の差：ＶＢ－ＶＤ）［
単位Ｖ］を、Ｙ軸に単位面積当たりのトナー付着量Ｍ／Ａ［ｍｇ／ｃｍ２］を割り振って
いる。上記プロットしたデータより直線区域を選択し、区間内のデータに対して最小自乗
法を適用することにより直線近似を行って得られる直線方程式（Ａ）を各色毎に計算する
。この直線方程式により、目標の付着量が得られるポテンシャルを計算し、作像条件にフ
ィードバックすることで画像濃度制御、いわゆるプロコン（プロセスコントロール）を行
なっている。
【００５４】
　次に、本発明の要旨について説明する。
　本実施の形態のカラープリンタにおいては、像担持体としての中間転写体５０１に担持
させた検知用トナー像を、転写部材としての二次転写ローラ５１０に転写させ、転写され
ずに中間転写体５０１上に残った残トナー付着量を上記センサＳで検知し、その検知した
残トナー付着量に基づいて転写部材（二次転写ローラ５１０）に対する転写出力（転写電
流値や転写電圧値など）を制御することで、最適な転写出力を得られるようにしている。
【００５５】
　なお上述したように、本発明の適用例としてタンデム型中間転写方式を用いた画像形成
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が、本発明が中間転写方式のものに限定されるわけではない。例えば、像担持体を感光体
とした、直接転写方式を採用した形態などでも、同様の作用・効果が得られるものである
。
【００５６】
　さて、二次転写残トナー付着量を検知する場合、二次転写ローラ５１０は中間転写体５
０１に当接させたままにしておく。検知用パターン像は、通常の画像濃度制御時に使用す
る複数のパターン像の中から、１つまたは複数種類を選んで使用すると良い。ただし、検
知対象が転写残トナー付着量であるため、通常の画像濃度制御時に使用する複数のパター
ン像のうち、低濃度のパターン像では、転写残トナー付着量が少なすぎて検知精度が低下
する恐れがあるので、高濃度の画像パターンを使用することが望ましい。
【００５７】
　また、パターン像を作像するのは４つある作像プロセスユニットのどれでも構わないが
、最下流の感光体１０４で行えば、他の感光体を使用する場合に比べ、検知動作時間を短
縮することができる。さらに、最下流にブラックを置いた場合、反射型フォトセンサＳは
正反射光検出型を用いればよく、トナー付着量の検知の際、予め通常の画像濃度制御時に
取得した階調パターンを元に複雑な計算をする必要がないというメリットもある。また、
ブラック以外の感光体を中間転写体から離間させる、ブラック単色モードを搭載している
装置であれば、ブラック以外の現像器・感光体を回転させずにすむため、ユニット寿命を
延ばすことができる。　中間転写体５０１に一次転写されたパターン像は、二次転写対向
バイアス印加ローラ５０２によって印加される負極性の定電流出力バイアスにより、パタ
ーン像の一部が二次転写ローラ５１０に転写される。ただし、通常作像時の二次転写では
中間転写体と二次転写ローラ５１０の間に存在する記録材がないため、転写率は通常作像
時よりも低下する。そのため、中間転写体５０１には、反射型フォトセンサＳが検知する
のに必要充分な量のトナー付着量を転写残トナーとして残留させることが可能である。実
験に用いた反射型フォトセンサＳでは、トナー付着量０．１０～０．６０ｍｇ／ｃｍ＾２
の間であれば正確な検知ができた。
【００５８】
　一方、上記のようにしてパターン像の一部を二次転写ローラ５１０に転写してしまうと
、次に通常プリントを行うときに、記録材の裏面にトナーが移ってしまう、裏汚れと呼ば
れる問題が発生してしまう。そこで、二次転写ローラ５１０に転写されたトナーをクリー
ニングするために、二次転写対向バイアス印加ローラ５０２にバイアスを印加して、二次
転写ローラ５１０からトナーを再度中間転写体５０１に移すことにより、裏汚れの発生を
防止する。ただし、トナーは通常マイナス帯電するが、逆帯電・弱帯電トナーも存在する
ため、プラスバイアスとマイナスバイアスをそれぞれ印加する必要がある。表１は、それ
ぞれの極性のバイアスを±１ｋＶとし、それぞれローラ何周分印加すればよいかを実験し
た結果である。二次転写ローラ５１０には、ウレタン材料のスポンジローラを使用した。
その結果、プラスバイアスはローラ２周分以上、マイナスバイアスはローラ１周分以上印
加すればよいことが分かった。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　また、クリーニング方法としては、二次転写ローラ５１０をスポンジではなくソリッド
ゴムとしたり、スポンジローラの表層に例えばフッ素系樹脂をコーティングして、図８の
ように、中間転写体クリーニング装置５２０と同様の構成のクリーニング装置５３０を二
次転写ローラ５１０に対して設けることも可能である。バイアスクリーニングでは、クリ
ーニングしている間に通常プリントはできないが、図８のようなクリーニング機構を設け
た場合、二次転写ローラ５１０が１周するまでにトナーはクリーニングされているので、
通常プリント時の記録材間（紙間）で、前記した転写残トナー付着量検知を行うことが可
能である。これにより、転写残トナー付着量検知を、ダウンタイムなしに実施することも
可能となる。
【００６１】
　このようにして検知した転写残トナー付着量を用いて、通常作像時の転写出力の制御を
行うことができる。例えば、予め実験にて、標準状態における基準検知電流での転写残ト
ナー付着量を上記のようにして求めておき、転写出力制御では、常に転写残トナー付着量
が一定になるような検知電流を求める。そして、基準検知電流と検知電流の比と、作像時
基準電流と制御後作像時電流の比が同じとなるように、制御後作像時電流を決定する。
【００６２】
　具体的な例を挙げる。
　温度２２℃、湿度５５％の環境にて、二次転写前のトナー付着量が０．５０ｍｇ／ｃｍ
＾２となるようなパターン像を用いて実験を行ったところ、検知電流６０μＡにて、転写
残付着量０．２１ｍｇ／ｃｍ＾２となった。二次転写ローラ抵抗は７．１ＬｏｇΩを使用
した。また、予め実験にて定めてある、作像時の転写電流が２０μＡだったとする。いま
、転写電流を振りながら上記の方法で転写残トナー付着量を測定していき、トナー付着量
が０．２１ｍｇ／ｃｍ＾２となるような検知電流を求める。求めた検知電流が７５μＡだ
ったとすれば、制御後の作像時転写電流を“ｘ”μＡとして、６０：７５＝２０：ｘ、と
いうように比を求める。この場合、ｘ＝２５μＡとなる。
【００６３】
　このように、上記方法で検知した中間転写体５０１の転写残トナー付着量は、後述する
ように二次転写ローラ５１０の抵抗を良好なＳ／Ｎ比で反映しているため、転写部材の抵
抗の変化を高精度に検知することができ、その結果、これに基いた転写出力制御では、転
写部材抵抗に適した最適な転写出力が得られる。すなわち、環境条件や経時あるいは連続
プリント等により転写部材の抵抗が変化した場合でも、最適な転写出力を得ることが可能
となり、転写不良を防止して高品質な出力画像を得ることができる。
【００６４】
　また、本発明による転写残トナー付着量の検知では記録材を使用しないため、前記した
、１）記録材が無駄になる、２）記録材の種類により抵抗値などの特性値が異なる、とい
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う問題点については回避できている。また、転写ローラのみの場合、記録材を含む場合に
比べて転写系の全体抵抗が低い。そのため、転写ローラへの転写は、図９に従来例（特許
文献５）と本発明を比べて示すように、本発明による検知方法では転写率カーブが飽和す
る前の立ち上がり部分で行われており、転写ローラ抵抗の変化に対する転写残トナー量の
変化が敏感である(Ｓ／Ｎが良い)。また、転写残トナー量の多い領域での濃度検知である
ため、プロコンなどに使用する一般的な濃度検知センサをそのまま使用することができる
。したがって、新規部材や高性能・高コストな部材を追加してコストアップすることもな
い。
【００６５】
　ところで、制御の基準となる電流・付着量を、作像前に検知したものを用いることで、
より正確に、その装置に最適な転写電流に制御できる（装置には個体差が存在するため、
前記した予め実験にて求める方法では、部品抵抗などのバラツキの分だけ、制御の精度が
落ちる）。
【００６６】
　そこで、作像前に検知した転写残トナー付着量と、作像動作中または作像動作後に検知
した転写残トナー付着量とを比較し、それに基づいて転写出力を制御（補正）することで
、更に実際の転写部材抵抗に適した最適な転写出力を得ることができる。以下、その制御
について説明する。
【００６７】
　説明簡略化のため、作像前の検知情報を前記の条件と同じだった場合とする（温度２２
℃、湿度５５％環境にて、二次転写前のトナー付着量が０．５０ｍｇ／ｃｍ＾２。検知電
流６０μＡにて、転写残付着量０．２１ｍｇ／ｃｍ＾２。二次転写ローラ抵抗は７．１Ｌ
ｏｇΩを使用）。次に、作像後として、フルサイズ（Ａ３機ならＡ３、Ａ４機ならＡ４）
両面通紙を２０枚連続して行った後に、二次転写電流を６０μＡ周辺で振って、そのとき
の二次転写残トナー付着量を検知した。二次転写電流と転写残トナー付着量の関係を図１
０のグラフに示す。連続通紙により温度が上昇し、二次転写ローラの抵抗が低下している
ため、両面通紙前と同じ６０μＡでは転写性が不十分なため、転写残トナー付着量は増加
している。抵抗低下により低下した転写性を改善するために、検知電流を上げたところ、
７５μＡでほぼ同等の転写残トナー付着量０．２３ｍｇ／ｃｍ＾２が得られた。この作像
前・作像後の情報から、前記のように検知電流の比を利用して転写電流を決定することが
できる。
【００６８】
　また、これとは別の方法として、転写電流に対して検知結果を緩やかに反映する制御方
法でもよい。たとえば、環境補正制御として、制御テーブルを用いている場合、通常の場
合、外気の温湿度情報から制御テーブルのどの環境区分を適用して出力するかが決定され
るが、本例のように、外気温とは無関係に転写ローラ温度が上昇しているような場合、環
境区分を高温高湿側にシフトさせて転写電流を出力するような制御を行ってもよい。この
場合、制御後の転写電流は最適値から前後した値になってしまうこともあるが、制御しな
い場合に比較すれば、改善していると考えられる。
【００６９】
　両面印刷時には、第一面転写後に定着装置を通過して温められた記録材が第二面転写時
に転写ローラと接触するため、熱量が記録材から転写ローラへと移されて、転写ローラの
温度が上昇する。これにより、片面印刷時よりも転写ローラ温度上昇による抵抗低下が顕
著になる。しかし、両面印刷時に上記の作像前に検知した転写残トナー付着量と、作像動
作中または作像動作後に検知した転写残トナー付着量とを比較し、それに基づいて転写出
力を制御（補正）することで、最適な転写出力が得られる。
【００７０】
　また、プリント中やプリント直後だけではなく、一度温度上昇した転写ローラは、温度
が低下するまで抵抗も低い。そのため、プリント終了後も一定時間内であれば、上記作像
動作前後の検知情報に基づく補正制御を行うことで、常に適正な二次転写電流が得られる
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。本願発明者が実施した実験では、図１１の、両面プリント後の経過時間と必要な転写出
力（二次転写電圧）の関係を示すグラフから分かるように、低下した二次転写ローラ抵抗
が高くなる（元に戻る）とともに必要な（制御値として算出される）転写出力が大きくな
っており、両面プリント後４時間以上経過すれば、ほぼ二次転写ローラ抵抗は元の水準に
戻っている。したがって、例えば両面連続プリント後４時間以内の場合には、上記作像動
作前後の検知情報に基づく補正制御を行うようにすると好適である。
【００７１】
　以上、本発明を図示例により説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
　残トナーの付着量を検知するセンサとしては、適宜な構成・形態のものを使用可能であ
るし、検知パターンも適宜な形状・個数のパターンを採用可能である。転写部材をクリー
ニングする構成も適宜なものを採用可能である。
【００７２】
　画像形成装置としてはプリンタに限らず、ファクシミリや複写機、あるいは複数の機能
を有する複合機でも良い。画像形成装置における色数は４色に限らず、任意の色数で構わ
ない。
【００７３】
　また、単数の像担持体を用いるモノクロ機や、１つの像担持体の周囲に複数の現像装置
を配置したカラー機、あるいは、リボルバ型現像装置を用いるカラー機などにも本発明を
適用可能である。また、実施形態で説明した中間転写方式に限らず、直接転写方式の装置
にも本発明は適用可能である。転写部材としては転写ローラに限らず、転写ベルトなども
可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一例であるカラープリンタの概略構成を示す断面図
である。
【図２】作像部の拡大図である。
【図３】中間転写体クリーニング装置の拡大図である。
【図４】感光体クリーニング手段の拡大図である。
【図５】トナー付着量の検出に用いる基準パターン像を示す模式図である。
【図６】トナー付着量とセンサ検知出力の関係を示すグラフである。
【図７】基準パターンの現像ポテンシャルとトナー付着量の関係をＸ－Ｙ平面上にプロッ
トしたグラフである。
【図８】転写部材のクリーニング装置を示す断面構成図である。
【図９】従来例と本発明の検知方法における検知精度を比べて示すグラフである。
【図１０】二次転写電流と転写残トナー付着量の関係を示すグラフである。
【図１１】両面プリント後の経過時間と必要な転写出力の関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００７５】
　１００　　　　　作像部
　１０１　　　　　感光体
　５０１　　　　　中間転写体（像担持体）
　５０２　　　　　二次転写対向バイアス印加ローラ
　５１０　　　　　二次転写ローラ（転写部材）
　５２０　　　　　中間転写体クリーニング装置
　６００　　　　　書込み光学部
　７００　　　　　給紙部
　８００　　　　　定着部
　９００　　　　　両面部
　７０３　　　　　レジストローラ
　Ｐｋ，Ｐｃ　　　基準パターン像
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　Ｓ　　　　　　　反射型フォトセンサ（画像濃度検知手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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